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○雫石町介護従事者定住促進事業費補助金交付要綱 

令和４年３月28日告示第65号 

改正 

令和５年１月10日告示第２号 

雫石町介護従事者定住促進事業費補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、Ｕ・Ｉ・Ｊターン就職をした介護従事者に対し、予算の範囲内で住居費及び

引越費用等の一部を補助することに関し、雫石町補助金交付規則（平成16年雫石町規則第２号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか必要な事項を定め、もって介護従事者の人材確保と

定住促進を図ることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 住民登録 住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第５条に規定する本町の住民基本台帳

に記載されること（外国人住民にあっては、永住者の在留資格又は特別永住者の資格をもって

登録される場合に限る。）をいう。 

(２) 町内の事業所 町内に所在する施設等で介護従事者が勤務する事業所をいう。 

(３) Ｕターン就職者 雫石町の出身者で、町外の事業所に就職し、若しくは就業し、又は町外

の学校等に就学した後、町内で介護従事者として就職又は就業（以下「就職等」という。）し

たものをいう。 

(４) Ｉターン就職者 雫石町以外の出身者（新規学卒者を含む。）で、町内の事業所に介護従

事者として就職等したものをいう。 

(５) Ｊターン就職者 雫石町以外の出身者で、出身地以外の事業所に就職等した後、町内の事

業所に介護従事者として就職等したものをいう。 

(６) 借家等 町内における民間の借家、アパート等（勤務事業所の借上住宅、社宅、社員寮等

を除く。）をいう。 

(７) 住居費 介護事業所への就職に伴い新たに賃借する借家等の賃料をいう。ただし、賃料に

ついて、勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては当該住宅手当に相当する費用を、

公的制度による家賃補助を受けている場合にあっては当該家賃補助に相当する費用を除く。 

(８) 引越費用等 前号に規定する住宅への引越しに要する費用、交通費、雑費その他移転に係

る費用をいう。 
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（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(１) 町内に住民登録をしている者 

(２) Ｕターン就職者、Ｉターン就職者又はＪターン就職者で、町内の事業所に就職をした日又

は住民登録をした日のいずれか早い日から１年を経過していないもの 

(３) 借家等を借り上げて家賃を支払う者で、賃貸人への家賃の滞納がないもの 

(４) 雇用期間を定めずに雇われている者（雇入れの時から１年を超えて引き続き雇用されると

見込まれる者であり１週間の所定労働時間が20時間以上である者を含む。）又は就業している

者 

(５) 任期の定めのない職員の給料表が適用される公務員でない者 

（補助金の交付対象経費、交付額及び交付対象期間） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とし、補助金の交付額は、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 住居費 家賃の月額（共益費等を除く。）と当該借家等に付属する駐車場の借上等の合算

額の２分の１以内の額で10,000円を限度とする。ただし、算出した額のうち、千円未満の額に

ついては、これを切り捨てるものとする。 

(２) 引越費用等 一律10万円 

２ 前項第１号に規定する経費に対する補助金は、次条の規定による交付申請のあった月から１年

間に限り交付するものとする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、雫石町介護従事者定住

促進事業費補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければ

ならない。 

(１) 世帯全員の住民票 

(２) 借家等の賃貸借見積書又は賃貸借契約書の写し 

(３) 町内の介護事業所に雇用されたことが分かる書類 

２ 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金交付の適

否を決定し、雫石町介護従事者定住促進事業費補助金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）

により申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付請求及び交付） 



3/6 

第６条 補助金の交付決定を受けた者は、速やかに雫石町介護事業所職員支援補助金交付請求書（様

式第３号）を町長に提出しなければならない。ただし、住居費に係る補助金交付請求書の提出は、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに行うものとする。 

(１) ９月分又は３月分を含む直近６か月以内の月分の住居費 ９月末日及び３月末日 

(２) ９月分又は３月分を含まない直近６か月未満の月分の住居費 第４条第２項の規定により

決定した補助金交付対象期間の最終月の末日 

２ 町長は、前項の補助金交付請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認

めるときは速やかに補助金を交付するものとする。 

（補助金の交付決定の取消し等） 

第７条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受

けたとき又は借家等を退去したときは、当該決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若

しくは一部を返還させるものとする。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、告示の日から施行し、令和４年１月１日以降に雇用された者について適用する。 

附 則（令和５年１月10日告示第２号） 

この告示は、告示の日から施行する。 
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様式第１号（第５条関係） 
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様式第２号（第５条関係） 
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様式第３号（第６条関係） 

 


